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質  問  書 

2020年 8月 4日訂正回答 

 

 「ルワンダ国地方給水マネジメント強化プロジェクト詳細計画策定調査（給水施設維持管理／衛生）（一般競争入札（総合評価落札方式））」 （公示

日：2020年 7月 15日／調達管理番号：20a00093）について、以下のとおり質問回答します。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1  業務従事者の格付案が記載されておりませんが、

ご教示いただくことは可能でしょうか。通常、評価

対象業務従事者に関しては格付案をご提示いた

だいているものと認識しております。 

加えて、総合評価落札方式において、応札者の入

札金額が貴機構予定金額の制限を無暗に超過し

ないためにも、ご教示いただけますと幸いです。 

3号を想定していますが、 

提案者の側で最も効率的・効果的と考える格付

をご提案願います。 

2 P13 第２章 ２．（５）機構からの便

宜供与 

本業務を実施するにあたり、特殊傭人を雇用し現

地での調査を行うことを想定しておりますが、一方

で、本履行期間のような短期間の場合、当該専門

分野で経験の豊富な人材を確保すること難しい可

能性があります。そうした場合、調査対象地域で

の給水施設の調査などに際して、WASAC の

RWSS 職員に同行をお願いすることは可能でしょ

うか。 

WASAC RWSS職員の同行について、依頼する

ことは可能ですが、多忙等で実現できるか確約

はできない状況です。JICAルワンダ事務所のナ

ショナルスタッフが必要に応じて同行は可能で

すので、そちらの活用をご検討下さい。 

3 P18 ２．（４）「業務従事者の評価

に際しての類似業務／対象国／語

学力」 

 

本件における業務従事者の担当分野は「給水施

設維持管理／衛生」と理解しているが、同項目に

は「業務主任者：業務主任者／給水施設維持管

理／衛生」と記載されている。技術提案書「３．業

（8/4訂正回答） 

「業務主任者」としての経験も評価の対象とし

ますが、ご提示いただく類似経験業務としては、

3 分野の内から計 3 件をご提示いただくことで
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通番号 当該頁項目 質問 回答 

 務従事予定者の経験、能力等」の評価にあたって

は、「業務主任者」としての経験も評価されるという

理解でよいか。また、その場合、「特記すべき類似

業務の経験（類似職務経験を含む。）」について

は、① 業務主任者、②給水施設維持管理、③ 

衛生のそれぞれの分野について、各3件までの類

似業務の経験を記載することができるという理解

で間違いないか。 

結構です。 

4 P19 第３章 ３．（３）評価対象者

の経験・能力等 

「コンサルタント等契約におけるプロポ―ザル作成

ガイドライン（2019 年 4 月）」を参照とされておりま

すが、「特記すべき類似業務の経験（類似職務経

験を含む。）」として記載する業務は３件までとの

理解にてよろしいでしょうか。 

（１）コンサルタント等の法人としての経験、能力に

つきましては、様式 4－２（その２）に基づく類似業

務実績の数が上記ガイドラインと異なり３件までと

されておりますので、ご確認させていただけますと

幸いです。 

（8/4訂正回答） 

上記 3.の回答通り、評価対象者の類似業務経験

は、3件をご提示下されば結構です。 

 

 

（左記質問「様式 4-2（その 2）」は、「様式 4-1

（その 2）」の誤りと認識） 

法人としての経験能力につきましては、「入札説

明書 P.19」での指示を優先し（P.17での頁全体

是数も勘案）3 件の提示とし、「5 件」とした先

の回答を取り下げて訂正します。 

5 P23 第４章 ３．定額で計上する

経費 

現地特殊傭人に係る直接経費について、定額で

の計上が指示されておりますが、特殊傭人の活用

方法の提案次第（調査対象先の数、期間、地方部

への移動頻度等）によっては、ご指定の金額では

経費を賄うことができない可能性があります。その

ように予見される場合は、技術提案書にその旨及

び考えうる根拠を記載し、契約交渉にて貴機構と

結構です。 
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通番号 当該頁項目 質問 回答 

事前に合意のうえ、業務開始後に同金額を超過

すると判明した際に契約変更による増額手続きを

させていただくことは可能でしょうか。 

6 P20 第３章 別紙 プロポ―ザル

評価配点表 

技術提案書の評価項目ごとの配点において、「１．

コンサルタント等の法人としての経験、能力」の項

目の配点が 20点になっておりますが、通常、総合

評価落札方式を含む業務実施契約案件における

当該項目の配点は 10 点であり、本件は 2 倍のウ

ェートになっております。本件で当該項目に高いウ

ェートが置かれている意図につきまして、ご教示願

います。特に、「コンサルタント等契約におけるプロ

ポ―ザル作成ガイドライン（2019 年 4 月）」に記載

されている評価の視点に関しまして、通常の技術

提案書とは異なる事項や認識があるようでした

ら、ご教示いただけますと幸いです。 

本件は新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑

み、現地渡航を行わず本邦からの遠隔による業

務の実施であるため、法人としての体制を重く

見ることが適当と考えております。 

 

以上 


